
 

 

 

 

第１号議案 

流山都市計画平和台 1丁目地区地区計画の変更について 
（付議） 



流山都市計画地区計画の変更理由  

 

 

平和台１丁目地区地区計画は、つくばエクスプレス線流山セントラル

パーク駅の西側約１．１キロメートルに位置しており、北側に流山市役

所、西側に流鉄流山線流山駅が、また、南側から東側においては、閑静

な住宅地として良好な居住環境が維持されている地区である。  

２０２４年７月２４日付けで、土地所有者から、流山市街づくり条例

（平成２４年流山市条例９号）第２０条第１項の規定に基づく、地区計

画の変更に係る申出があり、その内容が、流山市都市計画マスタープラ

ンにおける土地利用の基本方針と整合していることから、近隣の居住環

境に配慮したうえで、駅に隣接した立地条件を活かし、魅力ある街並み

を創出するため、地区計画を変更するものである。  
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平和台１丁目地区
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